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１．はじめに 

平成 28 年 5 月に国がまとめた新たな都市公園等のあり方に関

する提言 1)は，人口減少や少子高齢化，地方創生，公共セクターの

財政悪化，一定の都市公園ストックの蓄積，国民の価値観の多様

化等，都市公園等を取り巻く社会情勢の変化に対して，都市公園

等が提供してきたこれまでのサービスではミスマッチが生じてい

る現状を指摘するとともに，これからの都市公園等が担うべき方

向性を提言したものである。その方向性とは，「賑わいの拠点」，

「地域の稼ぐ力」，「地域課題貢献」，「コミュニティ活性化」等であ

り，その実現に向けた方法論の一つとして「民との効果的な連携」

が示されている。

進士（2016）は，「『公園』という制度と施設や空間は，活かし

方次第でお荷物にもお宝にもなる不思議な世界だ」，「『公園』とい

う都市計画施設は，市民のニーズも，行政のニーズも“多様化”が

すすみつつある今日，自由自在に利活用できる実に使い勝手のい

い空間だ」と指摘しており，都市公園のポテンシャルの高さと，民

間事業者や地方公共団体等の公園の使い手側のマネジメントの重

要性を指摘している 2)。 
「日本の都市公園にはもともと民間経営施設が立地していた」3)

との指摘の通り，民との連携は明治期から存在していたが，当時

は「公共施設としての公園」の概念が希薄であったとされる 3)。そ

のために公園内での民間施設の不当利用管理が横行し，戦後の混

乱もあいまって公園の改廃が大きな問題となり，これらのことが

昭和31年の都市公園法制定に繋がったとされる4)。当時について，

「戦後，公共財産と民間の経済活動が混在することが社会通念上

許容されにくい風潮が高まった」であるとか，「『中立・公平・公正』

や『透明性・説明責任』などの行動規範が，民間事業者の参入を容

易なものとしなかった」と指摘されており 3)，地方公共団体中心の

都市公園管理によって民間利活用が制限された時期と捉えること

ができる。その後，再び民間活力を活用する動きが注目されるよ

うになり，PFI法や指定管理者制度等が順次導入され，平成29年

6月の都市緑地法等の一部を改正する法律に伴って，「公募設置管

理制度（Park-PFI）」が創設されるに至っている。この変遷を振り

返ると，都市公園の整備・管理に係る地方公共団体と民間事業者

の関係は，時代背景によって役割分担の変化はあったものの，ど

ちらか一方に全て任せるということは無く，常に両者の役割分担

が求められてきたと言える。

Park-PFIは，公園内での飲食店や売店等の設置と，当該施設の

収益を使った園路・広場等の整備等を行う民間事業者を公募で選

定する制度 5)であるが，Park-PFIの推進に向けた情報共有サイト
6)によると，Park-PFIやPPPの実施事例は24地域，Park-PFI等
の導入前に民間事業者と地方公共団体が情報交換を行うサウンデ

ィング実施事例は100地域 6)となっている。また実施事例24地域

の地域分布をみると，その多くは三大都市圏の都市や政令指定都

市，県庁所在都市 7)であることから，地方や人口規模の小さな都市

での制度活用事例はまだ少数に止まっている。さらに，Park-PFI
等の公民連携制度に対する提言によると，都市公園の規模や立地

条件等によっては民間事業者からの応募が出されない可能性が懸

念されることから，そのような地域においては民間事業者に対し

てインセンティブを付与する等の投資環境の整備を求めており 8)，

地方での事業実施の困難さが伺われる。

一方，地方における都市公園の民間利活用の 1 つの方向性とし

て，富山県舟橋村において進められている地方創生に資する都市

公園のパークマネジメントの事例がある。そこでは村の転入や出

生に寄与する都市公園の管理システムを造園業者が構築すること

を通じて，地方の造園業の新たな仕事づくりにも繋げるというも

のである 9)。 
以上より，都市公園のビジネス利用に係る動向としては，都市公

園の新たな役割が求められる中で Park-PFI の創設によって民間

事業者による都市公園のビジネス利用の重要度が高まっているこ

と，そしてその実現に向けては民間事業者と地方公共団体の役割

分担や公園の使い手としてのマネジメントが重要であること，

地方公共団体の意識からみた「都市公園ビジネス」展開の可能性 
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Park-PFIの導入事例は「都市」を中心として増えている一方で「地

方」においては事例が少ないこと，「地方」においても地方創生に

資する都市公園の使い方を模索する動きが出始めていること，と

いう点で総括できる。その上で，今後，民間事業者と地方公共団体

が魅力的な公園づくりに向けて，どのような役割を担うべきかを

議論するために，「都市」において導入が進む都市公園ビジネスの

一層の推進方策や，導入事例が遅れている「地方」での都市公園ビ

ジネスの方向性を検討することが求められている。 
関連する先行研究をみると，まず全国の民間事業者に対する意

識調査から都市公園ビジネスの実態を把握したもの 10)がある。次

に地方公共団体に対する意識調査として，全国の団体を対象とし

た都市公園を活用した子育て支援サービスの実態 11)や住民参加型

の維持管理活動の実態を把握したもの 12)があり，またパークマネ

ジメントを導入している数十の団体を対象としたものがある 13)。

地方創生と都市公園の関係については，公園利用者アンケートか

ら研究したもの 14)もある。これらをまとめると，都市公園のビジ

ネス利用に関する研究は，プレイヤーとなる民間事業者を対象と

した研究は全国規模のものが存在するが，公園管理者である国や

地方公共団体を対象としたものは存在しない。 
そこで本研究は，全国の地方公共団体を対象としたアンケート

調査を通じて，民間事業者による都市公園ビジネスに対する意識

を把握した上で，都市公園ビジネスを推進するための方向性や，

「都市」と「地方」の地方公共団体の比較を通じて，「地方」での

都市公園ビジネスの可能性を明らかにすることを目的とする。な

お本研究における都市公園ビジネスの定義 15)は，都市公園ビジネ

スについての民間事業者の意識調査を行った先行研究 10)と同様と

する。 
 

２．調査研究の方法 

全国の地方公共団体を対象としてアンケート調査として，調査

時点（2019年8月1日）の全国の20政令市，772市，23特別区

の合計 815 団体を調査対象とした。アンケート調査の設問内容は

「社会資本全般での官民連携の実施状況・意向」，「都市公園ビジ

ネスに関係する取組の実施状況・意向」，「都市公園ビジネス導入

による期待効果」，「望まれる都市公園ビジネスのタイプ」，「都市

公園ビジネスを進める上での課題」，「民間事業者に期待する能力

（理想）」，「民間事業者の能力の充足状況（現実）」とした。 
アンケート調査は，2019 年 7 月 26 日から 8 月 31 日までを調

査期間とし，郵送配布・回収を基本としつつ，回答者の要請に応じ

て電子メール配布・回収も併用した。調査票の返送数は 393 票で

あり，分析に必要な設問への回答のあった 348 票（有効回答率

42.7％）を分析対象とした。アンケート調査の分析は，各設問項目

の回答傾向を把握するための単純集計とともに，調査対象団体の

地域分布から「都市」と「地方」16)に二分した上で，各設問項目の

母比率の差の検定や平均値の差の検定を行った。 
 

３．調査結果 

（１）回答団体の人口規模 17)・地域分布 

50 万人以上は 6％，20 万人以上 50 万人未満は 14％，10 万人

以上20万人未満は20％であり，人口10万人以上の団体が全体の

40％を占め，人口 20 万人以上は全体の 2 割を占めていることが

把握された（図－1）。また地域分布では，南関東からの回答が66
団体と最も多く，次いで九州・沖縄の56団体，近畿の45団体，

東北の40団体，中国・四国の37団体と続いていることが把握さ

れた（図－2）。 
（２）都市公園ビジネスに関係する取組の実施状況・意向 

都市公園ビジネスの取組の実施状況・意向については，未経験の

団体が最初に着手する取組から，徐々にレベルアップする取組と，

実践ステップを想定して取組を質問しており，「実施中」と「実施

を検討中」の回答傾向から割合の高いものをみていくと，「都市公

園ビジネスの先進事例等の情報収集」（同19％，同3％，合計22％）

が最も高く，次いで「民間事業者からの公園利活用アイデア募集

や参画条件等の情報収集・意見交換」（同13％，同6％，合計19％），

「民間事業者との対話を踏まえた公園利活用に係る公募実施」（同

5％，同11％，合計16％），「民間事業者による公園利活用に資す

る基本方針や計画の策定」（同6％，同9％，合計15％）となって

いることが把握された。また「官民連携の専門家への相談」（同10％，

同 3％，合計 13％）や「都市公園ビジネスを念頭に入れた所管す

る都市公園の調査」（同8％，同5％，合計13％）は「実施中」の

団体は多いが，今後実施予定となる「実施を検討中」をあわせると，

やや低くなっていることが把握された。「行政内における公園利活

用の専門部門の設置」や「民間事業者との継続的な意見交換の機

会づくり」は特に低くなっていることが把握された（図－3）。 
また「都市」と「地方」の「実施中」の割合について，母比率の

差の検定によって比較を行ったところ，「都市」のほうが「地方」

より有意に高い比率を示したのは，「都市公園ビジネスの先進事例

図－1 回答団体の人口規模 

 

図－2 回答団体の地域分布 
 

図－3 都市公園ビジネスに関係する取組の実施状況・意向 
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等の情報収集」，「都市公園ビジネスを念頭に入れた所管する都市

公園の調査」，「民間事業者からの公園利活用アイデア募集や参画

条件等の情報収集・意見交換」であることが把握された（表－1）。 
（３）都市公園ビジネス導入による期待効果 

都市公園ビジネスを導入することによる期待効果を，機能，行

政，産業の視点から聞いており，「期待する」と「やや期待する」

の回答傾向から割合の高いものをみていくと，「行政の業務負荷の

軽減」（期待する30％，やや期待する44％，合計74％），「健康レ

クリエーション空間の提供」（同21％，同51％，合計72％），「財

源の確保」（同27％，同40％，合計67％），「子育て，教育の場の

提供」（同18％，同49％，合計67％），「コミュニティ形成の促進」

（同18％，同46％，合計64％），「観光振興」（同21％，同39％， 
合計60％）となっていることが把握された。また「民間事業者と

のネットワークを通した政策形成能力の向上」は行政の視点で設

問していたが，期待はそれほどでもなく，また産業の視点も低く

なっていることが把握された（図－4）。 
（４）期待する都市公園ビジネスのタイプ 

調査対象団体が期待する都市公園ビジネスのタイプについては，

都市公園の新たな利活用ニーズを把握するとの観点から，従来型

の植栽管理等の指定管理は除き，また先行研究 10)における具体的

な都市公園ビジネスの実施状況・意向を踏まえて集約したものと

なる。これらについて「あてはまる」と「ややあてはまる」の回答

傾向から割合の高いものをみたところ，「体力増進・健康関連ビジ

ネス」（あてはまる12％，ややあてはまる42％，合計54％），「物

販・飲食・レジャー関連ビジネス」（同22％，同31％，合計53％），

「子育て・コミュニティ関連ビジネス」（同13％，同35％，合計

48％）となっており，公園空間を活用してレストランやマルシェ，

プレーパーク，ヨガ教室等を提供し，そこに利用者が来訪してそ

れがビジネスに繋がるタイプが多くなっていることが把握された。

一方，「広告ビジネス」や「スペース活用ビジネス（駐輪場，太陽

光発電，雨水貯留槽，融雪槽等）」，「ICT活用ビジネス（防犯カメ

ラによる見守り，公園利用者データの商用活用等）」は低くなって

いることが把握された（図－5）。 
（５）都市公園ビジネスを進める上での課題 

調査対象団体が都市公園ビジネスを進める上での課題について，

「あてはまる」と「ややあてはまる」の回答傾向から割合の高いも

のをみていくと，「人員の不足」（同 45％，同 38％，合計 83％），

「知識の不足」（同39％，同40％，合計79％），「民間のニーズが

不明」（同29％，同39％，合計68％），「都市公園ビジネス導入の

可能性がある都市公園が不足」（同 26％，同 37％，合計 63％），

「民間とのネットワークが不足」（同 22％，同 38％，合計 60％）

となっていることが把握された（図－6）。 
（６）民間事業者に期待する能力（理想） 

調査対象団体が，都市公園ビジネスに従事する民間事業者に期

待する能力について，「あてはまる」と「ややあてはまる」の回答

傾向から割合の高いものをみていくと，「公園管理の知識・技術」

（同27％，同32％，合計59％），「リスク管理」（同30％，同27，
合計 57％），「地域との良好なネットワーク」（同 27％，同 27％，

合計54％），「迅速 ・ 柔軟な経営管理」（同24％， 同28％， 合
計 52％），「資金管理」（同 22％，同 30％，合計 52％），「都市公

園ビジネスの実績」（同20％，同31％，合計51％）となっている

ことが把握された（図－7）。 
（７）民間事業者の能力の充足状況（現実）と不足能力 

調査対象団体が都市公園の指定管理等業務において関係のある

民間事業者について，（6）の能力の充足状況を聞いたところ，「十

分である」は 2％，「まあ十分である」は 19％で，合計して 21％
となることが把握された。一方，「やや不十分である」は11％，「不

十分である」は5％で，合計して16％となることが把握された（図

表－1 都市・地方別の都市公園ビジネスに関係する取組の 

「実施中」の割合と母比率の差の検定 

 

図－4 都市公園ビジネス導入による期待効果 

 

図－5 期待する都市公園ビジネスのタイプ 
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参画条件等の情報収集・意見交換

民間事業者との対話を踏まえた，
公園利活用に係る公募実施

行政内における
公園利活用の専門部門の設置

民間事業者による公園利活用に資する
基本方針や計画の策定

都市公園ビジネスの先進事例等の情報収集

母比率
の差の
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民間事業者との継続的な
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－8）。次に，「やや不十分である」，「不十分である」と回答した51
団体に絞り込んだ上で，不十分な能力を聞いたところ，「豊富な事

例に精通」や「都市公園ビジネスの実績」，「エリアマネジメントの

意識・実績」への回答が多いことが把握された（図－9）。 
（８）都市・地方別の都市公園ビジネスの差異 

（2）～（6）においてみてきた，都市公園ビジネスの取組の実

施状況等，期待効果，ビジネスタイプ，課題，民間事業者の能力の

5つの設問項目について，「都市」と「地方」別の平均値 18)の差を

検定した。まず，都市公園ビジネスに関係する取組の実施状況・意

向では，「都市公園ビジネスの先進事例等の情報収集」，「官民連携

の専門家への相談」，「都市公園ビジネスを念頭に入れた所管する

都市公園の調査」，「民間事業者からの公園利活用アイデア募集や

参画条件等の情報収集・意見交換」，「民間事業者との対話を踏ま

えた，公園利活用に係る公募実施」について，「都市」のほうが「地

方」より有意に高い平均値であることが把握された。都市公園ビ

ジネス導入による期待効果では，「財源の確保」について，「都市」

のほうが「地方」より有意に高い平均値であることが把握された。

期待する都市公園ビジネスのタイプでは，「物販・飲食・レジャー

関連ビジネス」について，「都市」のほうが「地方」より有意に高

い平均値であることが把握された。都市公園ビジネスを進める上

での課題は，「都市」と「地方」の差がないことが把握された。最

後に民間事業者に期待する能力（理想）では，「豊富な事例に精通」，

「公共空間での官民連携実績」，「公園管理の知識・技術」について

は，「都市」のほうが「地方」より有意に高い平均値であることが

把握された（表－2）。 

４．考察 

本調査の主な結果を整理しつつ，都市公園ビジネスを推進する

ための方策や「地方」での都市公園ビジネスの可能性を考察する。

（１）都市公園ビジネスの実施状況からみた考察 

3.（2）の「都市公園ビジネスに関係する取組の実施状況・意向」

からは，「実施中」と「実施を検討中」の両者を合わせた割合が最

も高い取組が「都市公園ビジネスの先進事例等の情報収集」であ

り，次いで高いものが「民間事業者からの公園利活用アイデア募

集や参画条件等の情報収集・意見交換」というサウンディング型

市場調査そのもの，そして「実施中」の割合はやや低いものの「民

間事業者との対話を踏まえた公園利活用に係る公募実施」という

サウンディング型市場調査終了後の公募も高くなっていることが

確認された。これらに対して「官民連携の専門家への相談」や「都

市公園ビジネスを念頭に入れた所管する都市公園の調査」の割合

は低いことも確認された。このことは都市公園ビジネスに関心を

持つ地方公共団体においては，有識者との相談や所管する公園の

調査といったプロセスは省略し，先進事例調査を活かしてサウン

ディング型市場調査とその後の公募までを迅速に進める傾向が強

いと言え，このことから，今後都市公園ビジネスを普及させるた

めには，理念や考え方等の抽象的な情報ではなく，具体的な導入

ケースを多数示していくことが効果的である可能性が高いと推察

される。同じく 3.（2）において，「民間事業者による公園利活用

に資する基本方針や計画の策定」も，「実施中」と「実施を検討中」

の合計割合が高くなっていることが確認された。このことは，行

政組織において新たな取組を進める際の上位計画の重要性の現れ

と考えられる。先行研究 19)でも類似の指摘がなされている。この

研究では都市公園リノベーション事業を取り上げ，その優良事例

の成功要因の抽出を試みているが，そこでは上位計画の存在の有

効性が指摘されている。これらのことから，都市公園ビジネスを

推進するためには，都市公園の所管部署をはじめとして，産業振

興，教育，福祉等，様々な部署との調整が必要となるが，その調整

を円滑に進めるための上位計画が必要になるものと考えられる。

図－6 都市公園ビジネスを進める上での課題

図－7 民間事業者に期待する能力（理想） 

図－8 民間事業者の能力の充足状況（現実） 

図－9 不十分な民間事業者の能力（現実）
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次に3.（8）の「都市・地方別の都市公園ビジネスの差異」から

は，「都市公園ビジネスの先進事例等の情報収集」，「官民連携の専

門家への相談」，「都市公園ビジネスを念頭に入れた所管する都市

公園の調査」，「民間事業者からの公園利活用アイデア募集や参画

条件等の情報収集・意見交換」，「民間事業者との対話を踏まえた，

公園利活用に係る公募実施」について，「都市」のほうが「地方」

よりも平均値が有意に高いことが確認された。また3.（2）の「都

市公園ビジネスに関係する取組の実施状況・意向」からは，特に

「民間事業者からの公園利活用アイデア募集や参画条件等の情報

収集・意見交換」について，「都市」のほうが「地方」よりも有意

に割合が高いことが確認された。このことより「都市」においては

都市公園ビジネスを強く意識して，サウンディング型市場調査を

はじめとする様々な取組を実践する地方公共団体が多数存在する

一方で，「地方」においては都市公園ビジネスを意識する地方公共

団体はまだ少数であるものと推察される。 
この点に関して，3.（8）の「期待する都市公園ビジネスのタイ

プ」での「物販・飲食・レジャー関連ビジネス」において「都市」

のほうが「地方」よりも有意に高くなっていることが象徴的であ

り，都市公園ビジネスのイメージとして公園空間を活用して多数

の集客を行い，彼らに商品・サービスを提供するビジネス，すなわ

ち「一定規模の商圏人口が必要」とのイメージが強くあるために，

「地方」では都市公園ビジネスに対する意識が低調になっている

ものと推察される。また3.（2）の「都市公園ビジネスに関係する

取組の実施状況・意向」での先進事例収集が多数実施されていた

点から考えると，この行為は顕在化したビジネスモデルを自市町

村向けに横展開するには有効だが，自市町村向けの新たなモデル

開発には不向きと言える。また参考となる先進事例は，Park-PFI
や PPP の実施事例 6)7)によると，現時点では三大都市圏等でのカ

フェやレストランが大半となっている。このことから，現時点で

は「地方」らしいビジネスモデルの先進事例が示されていないた

め，それら事例から横展開を図ろうとする「地方」での地方公共団

体が顕在化していない可能性がある。このような中，「はじめに」

で示した富山県舟橋村の取組は，「地方」の数少ない先進事例の可

能性がある。この事例は，村と造園業者の協働取組だが，都市公園

を活用した良好な子育てコミュニティづくりを通じて，村が求め

る子育て世代の転入促進を目指すとともに，そのようなパークマ

ネジメントを他市町村に横展開することで，造園業者の新たな仕

事創出を図るものである。都市公園関連のコンクール受賞 20)や講

習テキスト 21)の形で地方公共団体が認知する機会は増えつつあり，

県内において同村の取組を参考とする動きも現れている 22)。今後，

「地方」らしいビジネスモデルが拡大する可能性が期待される。 

（２）都市公園ビジネスの課題からみた考察 

3.（5）の「都市公園ビジネスを進める上での課題」からは，「人

員の不足」と「知識の不足」の 2 つが大きな課題であることが確

認された。また3.（3）の「都市公園ビジネス導入による期待効果」

からは，「行政の業務負荷の軽減」と「財源の確保」の2つが最大

の期待効果であるものの，「民間事業者とのネットワークを通した

政策形成能力の向上」への期待はさほど高くないことが確認され

た。このことより，民間事業者による都市公園ビジネスが実施さ

れることは，民間が代行することによる行政の業務負荷の軽減に

繋がり，また新たな財源確保を通じて更なるアウトソーシングも

可能となることでの「人員の不足」という課題が解消されること

を地方公共団体が期待しているものと推察される。もう一つの課

題である「知識の不足」について，都市公園ビジネスを通じて連係

する民間事業者からノウハウを得ようという意識については，現

在そのように考えている地方公共団体は少ないものと推察される。 
後者に関係する事例として，比較的早い段階で都市公園のサウ

ンディング型市場調査に取り組んだ横浜市が最近公表した都市公

表－2 都市・地方別の都市公園ビジネスに関する意識の差 

 

都市
（n=112)

地方
（n=236）

大小関
係

平均値
の差の
検定

都市公園ビジネスの先進事例等の情報収集 3.12 2.64 ＞ **

官民連携の専門家への相談 2.70 2.29 ＞ **

都市公園ビジネスを念頭に入れた
　　所轄する都市公園の調査

2.75 2.27 ＞ **

民間事業者からの公園利活用アイデア募集や
　　参画条件等の情報収集・意見交換

3.04 2.39 ＞ **

民間事業者との対話を踏まえた，
　　公園利活用に係る公募実施

2.79 2.28 ＞ **

行政内における公園利活用の専門部門の設置 2.26 2.08

民間事業者による公園利活用に資する
　　基本方針や計画の策定

2.63 2.33 ＞ *

民間事業者との継続的な意見交換の機会づくり 2.29 2.16

防災性の向上 3.58 3.44

環境維持・改善 3.38 3.22

健康・レクリエーション空間の提供 4.02 3.83 ＞ *

景観形成 3.71 3.59

文化伝承 3.30 3.18

子育て，教育の場の提供 3.91 3.75

コミュニティ形成の促進 3.94 3.72 ＞ *

観光振興 3.84 3.67

人口動態への影響 3.54 3.36

財源の確保 4.03 3.75 ＞ **

行政の業務負荷の軽減 4.15 3.90 ＞ *

民間事業者とのネットワークを通した
　　政策形成能力の向上

3.63 3.44

造園業の振興 3.35 3.19

地域産業の振興 3.44 3.30

物販・飲食・レジャー関連ビジネス 3.82 3.48 ＞ **

子育て・コミュニティ関連ビジネス 3.57 3.43

体力増進・健康関連ビジネス 3.66 3.54

障害者・介護福祉関連ビジネス 3.18 3.10

広告ビジネス 3.21 2.96 ＞ *

スペース活用ビジネス 3.02 2.77 ＞ *

ICT活用ビジネス 3.11 2.93

知識の不足 4.20 4.13

人員の不足 4.31 4.25

行政内の合意形成の困難さ 3.68 3.61

都市公園ビジネスに係るマスタープランの不備 3.70 3.66

民間のニーズが不明 3.90 3.94

民間とのネットワークが不足 3.73 3.76

都市公園ビジネス導入の可能性がある
　　都市公園が不足

3.94 3.83

事業破綻のリスクへの懸念 3.46 3.57

市民の合意形成の困難さ 3.56 3.55

豊富な事例に精通 3.74 3.42 ＞ **

公共空間での官民連携実績 3.70 3.37 ＞ **

都市公園ビジネスの実績 3.73 3.44 ＞ *

迅速・柔軟な経営管理 3.82 3.53 ＞ *

資金管理 3.75 3.54

多様な民間事業者とのネットワーク 3.69 3.45 ＞ *

専門家とのネットワーク 3.60 3.32 ＞ *

地域との良好なネットワーク 3.81 3.64

リスク管理 3.97 3.69 ＞ *

組織の安定性 3.74 3.50 ＞ *

公園管理の知識・技術 3.97 3.67 ＞ **

地域課題解決型事業の意識・実績 3.59 3.36 ＞ *

エリアマネジメントの意識・実績 3.62 3.38 ＞ *

注）平均値の差の検定　　*：p<0.05　　 **：p<0.01
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園の公民連携計画によると，公民連携に関わる人材育成の必要性

が新たに打ち出され，行政職員に対する職員研修とともに公民連

携に関わる民間事業者に対する研修が位置づけられている 23)。行

政と民間の双方が学習する場を設けること，そして双方の知的対

流を通じてイノベーションを創出しようという先導的取組といえ，

「都市」と「地方」の区別なく， 地方公共団体が都市公園ビジネ

スを進める上で，今後重要になってくる方向性と考えられる。

（３）民間事業者に期待する能力からみた考察 

3.（6）の「民間事業者に期待する能力（理想）」からは，「公園

管理の知識・技術」，「リスク管理」，「地域との良好なネットワー

ク」の3つは，「あてはまる」と「ややあてはまる」の両者を合わ

せた割合が最も高く，「都市公園ビジネスの実績」や「迅速・柔軟

な経営管理」，「多様な民間事業者とのネットワーク」等よりも高

い結果となった。このことから，地方公共団体が都市公園ビジネ

スのプレイヤーに期待する能力の基本はオーソドックスな公園管

理技術や周辺地域との関係づくり等であること，そしてその上で，

公園ビジネスの知識やマネジメント能力，民間とのネットワーク

等を求めているものと推察される。そこで，現在の公園管理に携

わる造園業者は前者の能力は既に備えているため，後者について

今後身につけることができれば都市公園ビジネスでの造園業者の

参入の可能性も大いにあると推察される。先行研究 24)によると，

造園業者は自社の事業展開能力を高めるために「造園以外からの

先端的知識の獲得」のための機会創出を求めており，4.（2）で示

したような職員や民間事業者向けの研修機会を設けることは，造

園業者による都市公園ビジネスを推進する上で有効であると考え

られる。また 3.（3）の「都市公園ビジネス導入による期待効果」

での期待度の高い項目とは，民間事業者に期待するもの，逆に期

待度の低い項目とは，地方公共団体自身が行うか，或いは必要性

が小さい項目と捉えられる。この観点から民間事業者と地方公共

団体の役割分担をみると，民間事業者に期待される役割は，財源

確保，労働力提供，公園の利活用促進であると考えられる。

また3.（8）の「都市・地方別の都市公園ビジネスの差異」から

は「豊富な事例に精通」，「公共空間での官民連携実績」，「公園管理

の知識・実績」は，「都市」のほうが「地方」よりも有意に平均値

が高く出ていることが確認された。既にみたとおり，都市公園ビ

ジネスへの意識が高く，また Park-PFI 導入実績も多数みられる

「都市」において，都市公園ビジネスを担うプレイヤーが備える

べき能力として公園管理技術は欠かせない要素であると言え，そ

の能力を有する造園業者の関与の重要性が明らかとなった。

５．課題 

本研究においては，都市公園ビジネスを推進するための方向性

として，先進事例の広報や地方公共団体内の関係部門との調整を

進める上での上位計画の存在，そして公民連携に関わる職員や民

間事業者の学習する場を設けることの重要性が推察された。また，

「都市」と「地方」の比較からは，「都市」において都市公園ビジ

ネスを強く意識して様々な取組を実践する割合が高いことが明ら

かとなった。一方，人口集積や都市化等において「都市」とは条件

の異なる「地方」での都市公園ビジネスの方向性として，社会移動

やビジネス創出等の地方創生との関係を明らかにすることを目指

したが，その関係性の解明には至らなかったため，引き続き研究

の蓄積が必要と考える。
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